
武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社 

平成 20 年度 第六回放送番組審議会 議事録 

  

開催日時：平成 20 年 7 月 24 日（木）16：15～17：30 

開催場所：セコム SC センター３階第１会議室 

  

出席委員：中山廣明  岡崎昌史（久保律子代理）川井信良  城所吉次 清水雅之（小森岳史代理） 

欠席委員：見城武秀 牧野洋子 大久保康夫 

武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社（以下 MM と略） 

出 席 ：福田治樹 岩渕豊治  秋元政三  恩田良以 

欠 席 ：島野浩二 

ジャパンケーブルネット株式会社（以下 JCN と略） 

出 席 ：安齊洋一 

  

  

  

〔議事〕 

  

  

  

１【開会】 

  

司会：岩渕委員 

  

  

  

２【社長挨拶】  

  

■放送業界としては NTT が放送サービスを始める等して、2011 年のアナログ放送廃止に向って動き始めてい

る。ケーブルテレビ（以下 CATV と略）業界ではビデオオンデマンド（以下 VOD と略）や HDD 付きセット

トップボックス（以下 STB と略）等のサービス内容が多方面に渡ってきているが、やはり CATV 局にとって

は、コミュニティチャンネル（以下コミ ch と略）が、一番地域に密着したメディアである。よって今後、コ

ミ ch の中身を番組審議会とともに充実したものにしていきたい。 

  

  

  

３【各委員挨拶】 

  

■6 月 13 日付けで MM の代表取締役に就任した、福田治樹が挨拶した後、各委員挨拶 

  

  

  



４【議題 1－放送基準の改定について】 

  

■岩渕委員より、放送基準改正についての説明。 

  

（各委員には前もって「放送基準書改定（案）」を送付済み） 

  

前回の番組審議会で「非常に細かく規定されているが、ここまでする必要があるのか？」、 

 

  

「条文の文言も統一感がなく、第三者的な言い回しが多い」等の意見を頂き、結論が出ずに持ち越しになって

いる。改めて説明すると「放送基準」は総務省及び CATV 連盟に承認されている内容となっており、原則的

にはこの基準で承認をお願いしたい旨を説明した。 

  

  

  

◆ 改定された基準について各委員の意見 

  

◎「放送基準」の適用範囲は MM で放送する全ての番組ということになるのか？ 

  

 ＝同時再送信以外の番組すべてに適用し、市民 TV 等で作られた番組等を含む。 

  

◎ 2 章(7)のについて 2007 年 4 月の統一地方選挙の際、告示前に選挙候補者が出演した番組があったが、「放

送基準」に抵触するものではなかったのか？ 

  

 ＝公示前で立候補を表明していない時に出演していただいた。また、番組の趣旨が選挙のことでなく、街を

どれだけ大切に思っているかということだった。以上 2 点から「放送基準」に抵触するものではなかったと解

釈している。 

  

◎ 14 章(31)について、個人情報を広告主に受け渡す具体例はどのようなものか？ 

  

 ＝想定しているのは、広告の中での懸賞で広告主から直接当選者（加入者）へ商品を発送する場合当選者の

個人情報のやりとり等である。しかし、経験上該当する事例はあまりないと感じている。また、MM は P マ

ークを取得しているので個人情報に関するチェックは二重に出来ていると考えている。 

  

◎ 放送基準の題名に｢ジャパンケーブルネットグループ｣と入っているがこれは「武蔵野三鷹ケーブルテレ

ビ」に変わるのか? 

  

 ＝変わります。基本的に｢ジャパンケーブルネットグループ放送基準｣と「武蔵野三鷹ケーブルテレビ放送基

準」は同じものとしたい。 

  

◎ 右側に修正が入っているがこれが改正案になるのか？ 

  



 ＝前回の審議会で「条文の文言も統一感がなく、第三者的な言い回しが多い」という意見をいただいた。よ

って、規定を分かりやすくする、統一性を持たせるために修正を加えている。 

  

  

  

以上のような質疑応答がなされた。特に個人情報の扱いについては十分に注意をするように要望をいただく。

最後に、番組審議会委員より MM「放送基準」の改正について承諾を得た。 

  

  

  

  

  

【議題 2－加入状況、デジタル化について】 

  

◆岩渕委員より、配布した資料に沿って説明。 

  

2008 年 4 月より放送サービスにデジエースという新しいコースを新設。 

  

契約件数は放送 約 85,000 件  通信 約 22,000 件  電話 約 10,000 件。 

  

営業の加入件数も順調に伸びていることから、今後の見通しは、純増して行くだろうと考えている。MM は

2011 年 7 月に向けて順次加入者をデジタル化する予定。 

  

MM のデジタル化率は 2008 年 3 月現在約 80％である。 

  

  

  

◎デジタル化についての具体的な内容の説明を求められる。 

  

 ＝デジタル化とは、MM の放送加入者がデジタル端末（STB）を使っている割合のことである。 

  

  

  

  

  

５【その他】 

  

◆コミ ch の内容をもとに活発な議論が行われた。 

  

◆川井委員より NPO 法人むさしのみたか市民テレビの代表理事交代の報告があった。 

  

 ・旧代表理事：川井信良    



  

 ・新代表理事：西海真理 

  

  

  

  

  

以上をもって、平成 20 年度、第六回番組審議委員会は終了した。 


